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新都市社会技術融合創造研究会

横桁フランジ貫通構造とその問題点について



分配横桁の主桁取合い構造の変遷
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格子桁として鈑桁構造を設計する場合、荷重分配横桁を配置
する。道路橋示方書昭和48年版に以下のように規定され、現行
示方書でも同じ記述となっている。

床版が３本以上のけたで支持され、かつ、け
たの支間が１０ｍをこえる場合には、それらの
けたの間に剛な荷重分配横げたを設けなけ
ればならない。荷重分配横げたの間隔は２０
ｍをこえてはならない。

分配横桁の設置に対する規定
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横桁が内桁の主桁位置で連続性
を確保すること。

分配横桁に求められた構造

横桁フランジを貫通する構造が、最も連続性
が高く、望ましい構造と考えられていた。

昭和40年代から50年代にかけて、近年では疲労き裂損傷が多く報告され
て、使用することのなくなった横桁貫通構造が一般的に使われていた。
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分配横桁の下フランジを貫通させて、連続性を確保
し、主桁フランジと（片側または両側を）溶接して固定
する構造はドイツ文献構造からの模倣か？

W.Tischerの文献(1952)からの引用【小西一郎：鋼橋設計編Ⅰ、昭和50年】より
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各種標準類に見られる旧構造

阪神高速道路（昭和42年）、首都高速道
路（昭和45年）の標準図では横桁フラン
ジ貫通構造が示されている。
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各種標準類に見られる旧構造

建設省標準図（昭和46年）

横桁貫通構造ではなく、主
桁腹板にコネクションプ
レートが溶接される構造と
なっている。
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各種標準類に見られる旧構造
鋼道路橋設計便覧（昭和55年） 横桁フランジ貫通構造

採用例多い
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各種標準類に見られる旧構造

日本橋梁建設協会 構造詳細の手引き

橋建が出している「鋼橋
の構造詳細の手引（1983
年【昭和58年】旧版）では、

左図の構造を標準としてい
る。この標準は1978年【昭
和53年】頃から橋建の資料

として業界に出回っていた
と考えられる。
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各種標準類に見られる旧構造

日本橋梁建設協会 構造詳細の手引き（昭和50年代前半の過渡期か）

橋建の標準では、横桁フランジ厚が16mm以下の場合は主桁ウェブを貫通
させず、開先をとって溶込み溶接を行う。フランジが16mmを超える場合は貫
通させ、主桁フランジと反対側（内側）をすみ肉溶接し、その裏側は5mm以上

のすきまを設けている。また溶接する側のまわし溶接を考慮してスカーラップ
を設けている。一般には、横桁フランジは16mm以下の場合が多いと考えら
れるので、貫通させないディテールを基本としているように思われる。
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橋建協での調査結果

タイプＡ
上側溶接下側スリット

タイプＢ
下側溶接上側スリット

タイプＣ
スリットなしで溶接

日本橋梁建設協会内で1972～1974【昭和47～49年】年完工の連続鈑桁81橋を対

象に調査したところ、タイプＡが７例、タイプＢが２例、タイプＣが２例採用さ
れていることが確認された。また山添橋のようにスリットありでスカーラップが
ないタイプやタイプＣで両端スカーラップがあるタイプもある。
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当研究会での図面調査結果

近畿管内直轄橋梁の内、横桁貫通構造が確認された橋梁が５４
橋、不明な橋梁が53橋あった。合計107橋となる。
54橋の建設年は昭和39年から昭和48年であった。

近畿管内の自治体管理の橋梁においても、この年代に架けられ
た多くの橋梁が、横桁貫通構造が採用されていると考えられる。
可能性のある橋梁として624橋が抽出された。（大型車交通量
≧2,000台/日）
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当研究会での調査結果

５４橋の詳細
構造タイプの
内訳

４橋 ２橋

６橋

１４橋

２１橋

５橋

詳細不明 ２橋

阪神高速タイプ

橋建タイプ

設計便覧タイプ
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阪神高速道路 昭和55年設計基準
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首都高速道路 平成６年標準図

まだ、貫通構造が採用されているが、実際には使用されなくなってい
たようである。
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首都高速道路 平成１５年標準図

疲労耐久性を向上させた構造例
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疲労損傷の顕在化
鋼橋の疲労（平成9年5月、日本道路協会）の序論の冒頭には、

「道路橋において疲労損傷が顕在化し始めたのは1980年（昭和55
年）頃からであり、事例数、種類とも増加する傾向にある」

と記載されている。
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「鋼橋の疲労」での損傷報告
昭和44年8月に供用開始された、RC床版鋼Iけた橋が連続する路
線で昭和58年、59年（供用後14年経過）に調査した結果。全格点
の４％にき裂損傷が発見された。その内、タイプAが約８０％、タイ
プD（貫通構造）が約２０％であったと報告されている。

タイプ A タイプ D
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山添橋での損傷報告

横桁貫通構造の損傷事例（奈良国道ホームページより）

ウェブ

ス
リ
ッ
ト

き裂

横
桁
ウ
ェ
ブ ウェブ

き裂

溶接部

横
桁
ウ
ェ
ブ

横桁下フランジ

スリット

横桁下フランジ

山添橋の事例 1971【昭和46】年完成、平成18年発見（橋齢35年）

横桁フランジ貫通構造の疲労問題
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当研究会で研究対象とした姫路大橋の事例
姫路大橋の諸元
国道２号
単純合成鈑桁橋上下線各6連、支間41.2m、幅員18.65m
主桁間隔3m、分配横桁は支間に３本配置
1972【昭和47】年完成
交通量約12万台/日、大型車両混入率＝21.2%（平成22年）
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当研究会で研究対象とした姫路大橋の事例

姫路大橋の貫通ディテール（下フランジ）

上フランジ側

下フランジ側
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当研究会で研究対象とした姫路大橋の事例

姫路大橋の貫通ディテール
（下フランジ）

試験体製作時（左写真）には、回し溶接
を施工したが、実橋（上写真）では回し溶
接はできていないとみられた。
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姫路大橋でのき裂調査結果

き裂パターン⑩　塗膜割れおよびき裂箇所数（平成２４年度橋梁点検結果より）

総数 MTき裂あり MTき裂なし MT未実施 MT実施率 MTき裂率

877 17 46 814 7% 27%
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試験体による疲労試験
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試験体による疲労試験結果

疲労寿命（曲げ応力）
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疲労寿命

下側溶接

*

*

Nd：き裂発見時の寿命
Nw：き裂がウェブへ進展したときの寿命
N30：き裂長さが30mmに達したときの寿命

Nd：H’等級の1/4～1/6

Nw：H’等級程度
N30：H’等級を満たす

＋：全周すみ肉または部分溶
込み溶接（道示 Ｈ等級）

１２

１
６

×：フランジ貫通せずウェブに
FP溶接（道示 Ｇ等級）
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試験体による疲労試験結果

ウェブ

き裂
54mm

横桁下フランジ

き裂進展状況（N=250万回）

亀裂は斜め上（主応力方向に直角
方向）に進展。この場合、中立軸
近傍で進展は止まる。

フランジ上側溶接 フランジ下側溶接

き裂

横桁下フランジ

ウェブ

主桁下フランジ

破断状況拡大（N=326万）

亀裂は真下に進展し下フランジを
貫通するため、非常に危険。

疲労亀裂の進展



横桁フランジ貫通構造の疲労対策
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分配横桁のフランジ貫通構造は昭和40年代によ

く使われた構造で、疲労き裂発生の可能性が高
い。特に、フランジ下側を溶接している構造では、
き裂が下フランジを貫通するように進展する可能
性があり、より危険な構造と言える。

き裂がすでに発生している箇所は補強を、

き裂が発生していない箇所については予防保全
を実施する必要があると考えます。


